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解
説
・

川
﨑
　
大
誠

）

総
務
省
自
治
行
政
局	

公
務
員
課
公
務
員
第
四
係
長

（

６
ポ
イ
ン
ト
）
と
、
国
家
公
務
員
の
男
性
職
員
の
取

得
率
と
地
方
公
務
員
の
男
性
職
員
の
取
得
率
と
の
差

が
拡
大
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
（
図
表
２
参
照
）。

地
方
公
務
員
の
男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得

促
進
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
、
各
地
方
公
共
団
体

に
お
い
て
積
極
的
な
取
組
を
進
め
て
い
た
だ
く
よ
う

助
言
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
前
述
の
令

和
２
年
度
の
取
得
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
第
五
次
男
女

共
同
参
画
基
本
計
画
に
お
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
令

和
７
年
ま
で
に
30
％
と
の
成
果
目
標
の
達
成
に
向
け

て
、
取
得
促
進
に
向
け
た
取
組
を
一
層
加
速
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
令
和
３
年

12
月
24
日
に
改
め
て
、「
男
性
職
員
の
育
児
休
業
等

の
取
得
促
進
に
向
け
た
取
組
の
一
層
の
推
進
に
つ
い

て
」（
以
下
「
通
知
」
と
い
う
。）
を
各
地
方
公
共
団

体
に
発
出
し
た
。
本
稿
で
は
、
通
知
の
内
容
を
中
心

に
、
男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得
を
促
進
す
る

に
当
た
っ
て
重
要
と
な
る
点
に
つ
い
て
、
解
説
を
行

う
。

１　

は
じ
め
に

地
方
公
務
員
の
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の

促
進
を
図
っ
て
い
く
た
め
に
策
定
さ
れ
た
第
五
次
男

女
共
同
参
画
基
本
計
画
（
令
和
２
年
12
月
25
日
閣
議

決
定
）
に
お
い
て
、
国
家
公
務
員
や
民
間
企
業
と
同

様
、
令
和
７
年
ま
で
に
30
％
と
の
成
果
目
標
が
設
定

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
成
果
目
標
に
対
し
、
令
和
２
年
度
の
地
方
公

務
員
の
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
は
、
総
務
省

に
お
い
て
毎
年
実
施
し
て
い
る
「
地
方
公
共
団
体
の

勤
務
条
件
等
に
関
す
る
調
査
」
で
調
査
を
行
っ
た
と

こ
ろ
、
首
長
部
局
等
に
あ
っ
て
は
24
・
７
％
（
対
前

年
度
比
プ
ラ
ス
10
・
０
ポ
イ
ン
ト
）
で
あ
っ
た
も
の

の
、
警
察
部
門
・
消
防
部
門
・
教
育
委
員
会
の
各
部

門
を
含
め
た
全
部
局
と
し
て
は
13
・
２
％
（
対
前
年

度
比
プ
ラ
ス
５
・
２
ポ
イ
ン
ト
）
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
状
況
に
あ
る
（
図
表
１
参
照
）。

ま
た
、
国
家
公
務
員
に
お
い
て
は
、「
国
家
公
務

員
の
男
性
職
員
に
よ
る
育
児
に
伴
う
休
暇
・
休
業
の

取
得
促
進
に
関
す
る
方
針
」（
令
和
元
年
12
月
27
日

女
性
職
員
活
躍
・
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
推
進
協

議
会
決
定
。
以
下「
国
家
公
務
員
の
取
得
促
進
方
針
」

と
い
う
。）
に
基
づ
き
、
近
年
、
男
性
職
員
の
育
児

休
業
等
の
取
得
促
進
に
向
け
た
取
組
を
加
速
さ
せ
て

お
り
、
令
和
２
年
度
の
国
家
公
務
員
の
男
性
の
育
児

休
業
取
得
率
は
29
・
０
％
（
対
前
年
度
比
プ
ラ
ス
12
・

行
政
通
知
の
読
み
方
・
使
い
方

連
載

第
28
回
連
載

第
28
回

この連載では、自治体法務に
関わる行政通知を取り上げ、
通知の発出元に、発出の背景
や読み方、使い方などを解説
していただきます。

男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得
促
進
に
向
け
た
取
組
の 

一
層
の
推
進
に
つ
い
て

）

（
令
和
３
年
12
月
24
日
総
行
公
第
１
５
１
号
・
総
行
女
第
51
号　

各
都
道
府
県
総
務
部
長
、
各
指
定
都
市
総
務
局
長
、	

各
人
事
委
員
会
事
務
局
長
宛　

総
務
省
自
治
行
政
局
公
務
員
部
公
務
員
課
長
、
女
性
活
躍
・
人
材
活
用
推
進
室
長
通
知
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２　

国
家
公
務
員
に
お
け
る
取
組
と
同
程
度

の
取
組
の
実
施

（
１
）
国
家
公
務
員
に
お
け
る
取
組
と
同
程
度
の
取

組
の
実
施
状
況

前
述
の
と
お
り
、
国
家
公
務
員
の
男
性
職
員
の
育

児
休
業
取
得
率
は
地
方
公
務
員
に
比
べ
高
く
、
近
年

の
伸
び
率
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。こ
の
背
景
に
は
、

男
性
職
員
が
育
児
に
参
画
す
る
時
間
を
き
ち
ん
と
確

保
し
、
民
間
部
門
も
含
め
た
我
が
国
全
体
の
育
児
休

業
等
の
取
得
率
向
上
に
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
令

和
２
年
度
か
ら
、
子
供
が
生
ま
れ
た
全
て
の
男
性
職

員
が
１
か
月
以
上
を
目
途
に
育
児
に
伴
う
休
暇
・
休

業
を
取
得
で
き
る
こ
と
を
目
指
し
、
次
の
取
組
を

行
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

取
組
①　

取
得
方
針
・
目
標
の
明
確
化

幹
部
職
員
が
、
子
供
が
生
ま
れ
た
全
て
の
男
性

職
員
の
育
児
に
伴
う
休
暇
・
休
業
の
１
か
月
以
上

の
取
得
を
目
指
す
方
針
や
目
標
の
明
確
化
を
行

う
。

取
組
②　

男
性
職
員
の
確
実
な
把
握

管
理
職
員
及
び
人
事
担
当
課
に
お
い
て
、
常
日

頃
よ
り
職
員
か
ら
の
相
談
を
受
け
や
す
い
雰
囲
気

の
醸
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
個
人
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
に
配
慮
し
つ
つ
、
適
切
な
機
会
・
手
段
を
通

じ
て
子
の
出
生
が
見
込
ま
れ
る
男
性
職
員
を
確
実

に
把
握
す
る
。

取
組
③　

質
問
・
相
談
窓
口
の
設
置

人
事
担
当
課
に
お
い
て
、
制
度
・
運
用
に
つ
い
て

の
質
問
や
相
談
を
受
け
付
け
る
窓
口
を
設
置
す
る
。

取
組
④　

取
得
計
画
の
作
成

管
理
職
員
が
対
象
職
員
に
対
し
て
、
育
児
に
伴

う
休
暇
・
休
業
の
合
計
１
か
月
以
上
の
取
得
を
推

奨
し
た
上
で
、
対
象
職
員
の
意
向
に
基
づ
き
、
取

（参考）
女性職員
全合計

都道府県
9.5%
(5.5%)

28.9%
(16.8%)

4.9%
(1.9%)

3.4%
(2.1%)

6.5%
(4.6%)

99.7%
(100.3%)

全合計 首長部局等 警察部門 消防部門 教育委員会

100.7%
(100.4%)

市区町村
16.6%
(9.7%)

20.1%
(11.8%)

-
2.4%
(1.1%)

19.2%
(11.8%)

99.4%
(98.9%)

指定都市
21.6%
(14.7%)

37.1%
(24.0%)

-
8.7%
(6.5%)

11.6%
(9.4%)

99.7%
(99.8%)

合　計
13.2%
(8.0%)

24.7%
(14.7%)

4.9%
(1.9%)

4.2%
(2.7%)

8.1%
(5.8%)

図表１　地方公務員の男性職員の育児休業取得率（令和２年度）

※取得率は、調査年度中に新たに育児休業が取得可能となった職員数に対する調査年度中の新規取得者数
　（調査年度以前に取得可能となって、調査年度中に新たに育児休業を取得した者を含む）の割合である。

※括弧内は令和元年度
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図表２　男性職員の育児休業取得率
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得
計
画
を
作
成
す
る
。

取
組
⑤　

業
務
面
で
の
環
境
整
備

対
象
職
員
が
育
児
に
伴
う
休
暇
・
休
業
を
取
得

で
き
る
よ
う
、
管
理
職
員
が
あ
ら
か
じ
め
体
制
の

準
備
や
業
務
分
担
の
見
直
し
等
、
業
務
面
に
お
け

る
環
境
整
備
を
行
う
。

取
組
⑥　

人
事
評
価
へ
反
映

育
児
に
伴
う
休
暇
・
休
業
の
取
得
促
進
に
係
る

取
組
に
つ
い
て
、
幹
部
職
員
・
管
理
職
員
・
人
事

担
当
課
の
職
員
等
の
人
事
評
価
に
反
映
す
る
。

地
方
公
務
員
に
お
い
て
も
、
国
家
公
務
員
で
進
め

ら
れ
て
い
る
前
記
の
取
組
と
同
程
度
の
取
組
を
実
施

し
、
男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得
促
進
を
図
っ

て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

（
２
）
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
等
の
数
値
目

標
設
定
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
に
お
け
る
、
子
供
が
生
ま
れ
た
全
て

の
男
性
職
員
が
１
か
月
以
上
を
目
途
に
育
児
に
伴
う

休
暇
・
休
業
を
取
得
す
る
こ
と
を
目
指
す
方
針
や
目

標
の
明
確
化
の
取
組
を
参
考
に
、
地
方
公
共
団
体
に

お
い
て
も
、
組
織
と
し
て
男
性
職
員
の
育
児
休
業
等

の
取
得
日
数
等
の
数
値
目
標
を
設
定
し
、幹
部
職
員
・

管
理
職
員
等
を
含
め
た
全
て
の
職
員
に
周
知
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
積
極
的
な

検
討
を
お
願
い
し
た
い
。

な
お
、
男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得
促
進
に

係
る
数
値
目
標
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
女
性
の
職
業

生
活
に
お
け
る
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

27
年
法
律
第
64
号
）
第
７
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り

定
め
ら
れ
た
事
業
主
行
動
計
画
策
定
指
針
（
平
成
27

年
内
閣
官
房
・
内
閣
府
・
総
務
省
・
厚
生
労
働
省
告

示
第
１
号
）
に
お
い
て
、
国
の
各
府
省
等
に
お
い
て

は
、
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
、
配
偶
者
出
産

休
暇
及
び
育
児
参
加
の
た
め
の
休
暇
等
の
数
値
目
標

を
設
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
地
方
公
共
団
体

に
お
い
て
も
、
国
の
各
府
省
等
に
お
け
る
取
組
も
参

考
と
し
な
が
ら
主
体
的
か
つ
積
極
的
に
取
り
組
む
こ

と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
幹
部
職
員
・
管
理
職
員
等
に
よ
る
取
組
の
推

進
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
に
お
け
る
取
組
①
か
ら
取
組
⑥
ま
で

と
同
程
度
の
取
組
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
は
、
地
方

公
共
団
体
や
部
門
に
よ
っ
て
取
組
状
況
に
大
き
な
差

が
見
ら
れ
る
状
況
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
３
参
照
）。

ま
た
、
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
が
高
水
準
の

団
体
で
は
、
首
長
主
導
で
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る

傾
向
が
あ
り
、
育
児
休
業
取
得
率
が
低
水
準
の
団
体

で
は
、取
得
促
進
に
資
す
る
重
要
な
取
組
で
あ
る「
幹

部
職
員
に
よ
る
取
得
方
針
・
目
標
の
明
確
化
」
や
「
管

理
職
員
に
よ
る
取
得
計
画
の
作
成
」
の
実
施
状
況
が

低
調
で
あ
る
傾
向
が
存
在
す
る
。

こ
う
し
た
傾
向
か
ら
、
特
に
首
長
主
導
で
の
取
組

や
、
幹
部
職
員
・
管
理
職
員
等
に
よ
る
取
組
が
取
得

促
進
に
向
け
て
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、

一
層
の
推
進
に
向
け
て
積
極
的
な
検
討
を
お
願
い
し

た
い
。

３　

男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
促
進
に
向

け
た
更
な
る
取
組
に
つ
い
て

（
１
）
国
家
公
務
員
に
お
け
る
取
組
の
参
照
に
つ
い

て国
家
公
務
員
の
男
性
職
員
が
育
児
休
業
等
を
取
得

し
や
す
い
環
境
の
整
備
の
た
め
、
内
閣
人
事
局
に
お

い
て
、
取
得
計
画
の
作
成
に
当
た
っ
て
活
用
で
き
る

様
式
例
や
、
休
暇
・
休
業
の
取
得
の
意
義
や
育
児
に

必
要
な
知
識
等
に
関
す
る
周
知
・
啓
発
の
た
め
の
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
「
イ
ク
メ
ン
パ
ス
ポ
ー
ト
」、家
族
ミ
ー

テ
ィ
ン
グ
シ
ー
ト
な
ど
、
取
得
促
進
に
資
す
る
資
料

を
作
成
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
内
閣
人
事
局

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
各

地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
取
組
の
検
討
の
際
に
も
積

極
的
に
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
２
）
先
進
的
な
地
方
公
共
団
体
の
取
組
事
例
等
に

つ
い
て
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男
性
職
員
の
育
児
休
業
の
取
得
促
進
に
係
る
先
進

的
な
地
方
公
共
団
体
の
取
組
事
例
に
関
し
て
は
、
各

地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
参
考
と
し
て
い
た
だ
く
た

め
、「
男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得
促
進
に
向

け
た
更
な
る
取
組
に
つ
い
て
」（
令
和
３
年
１
月
25

日
総
行
女
第
５
号
）
に
お
い
て
、
令
和
元
年
度
に
男

性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
が
大
き
く
上
昇
し
た
団

体
（
鳥
取
県
・
千
葉
市
）
の
取
組
事
例
を
示
す
と
と

も
に
、
令
和
２
年
３
月
に
作
成
し
た
「
地
方
公
務
員

に
お
け
る
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
働
き
方
改
革
推
進
の

た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
に
お
い
て
、
男
性
職
員
の

育
児
参
加
の
促
進
策
と
し
て
、
ト
ッ
プ
か
ら
の
積
極
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図表３　国家公務員における取組と同等の取組の実施状況
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的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
や
、
育
児
休
業
取
得
時
の

収
入
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
の
提
示
等
の
取
組
事
例
を
紹
介

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
に
加
え
、
通
知
で
は
、
令
和
２
年
度
に
お
い

て
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
が
大
き
く
上
昇
し

た
団
体
（
福
岡
市
・
つ
く
ば
市
）
の
取
組
事
例
を
示

す
と
と
も
に
、
各
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
実
施
さ

れ
て
い
る
地
方
公
務
員
独
自
の
様
々
な
取
組
を
示
し

て
い
る
の
で
、
積
極
的
に
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

○
福
岡
市
・
つ
く
ば
市
に
お
け
る
取
組
（
抄
）

︿
福
岡
市
﹀

福
岡
市
で
は
、
男
性
が
育
児
に
参
加
す
る
こ
と

は
、
本
人
の
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実

現
の
ほ
か
、
女
性
が
社
会
で
活
躍
す
る
機
会
を
創

出
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
の
観
点
か
ら
、
男

性
職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得
促
進
に
向
け
た
全

庁
運
動
「
パ
パ
・
す
く
す
く
子
育
て
運
動
」
を
実

施
。
こ
の
結
果
、
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率

は
着
実
に
上
昇
（
令
和
元
年
度
20
・
２
％
→
令
和

２
年
度
33
・
５
％
）。

︿
つ
く
ば
市
﹀

つ
く
ば
市
で
は
、
男
性
の
育
児
休
業
等
の
取
得

促
進
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
に
立
っ
て
、「
男

性
職
員
の
２
週
間
以
上
の
育
児
休
業
取
得
率

１
０
０
％
」
と
い
う
目
標
を
掲
げ
、
男
性
の
育
児

休
業
の
取
得
を
強
く
推
進
。
こ
の
結
果
、
男
性
職

員
の
育
児
休
業
取
得
率
は
着
実
に
上
昇
（
令
和
元

年
度
51
・
６
％
→
令
和
２
年
度
80
・
９
％
）。

○
地
方
公
務
員
に
お
け
る
独
自
の
取
組
（
抄
）

︿
通
知
の
発
出
﹀

・	

人
事
課
か
ら
所
属
長
に
発
信
し
た
文
書
に
お
い

て
、
子
の
出
生
予
定
が
あ
る
男
性
職
員
と
そ
の

上
司
が
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
に
向
け
た
プ
ラ

ン
を
話
し
合
う
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
積
極
的
に
行
う
よ
う
呼
び
か
け
。

︿
目
標
設
定
の
工
夫
﹀

・	

警
察
部
門
や
消
防
部
門
な
ど
に
お
い
て
「
１
か

月
以
上
」
と
の
目
標
を
定
め
る
こ
と
が
直
ち
に

は
難
し
い
場
合
に
、「
２
週
間
以
上
」
な
ど
短

期
間
の
目
標
を
ま
ず
は
定
め
る
な
ど
、
柔
軟
な

目
標
設
定
を
実
施
。

︿
環
境
整
備
﹀

・	

育
児
休
業
取
得
者
の
所
属
長
に
対
し
、
職
員
の

子
育
て
支
援
に
向
け
た
管
理
職
（
所
属
長
等
）

の
役
割
や
、
妊
娠
、
出
産
、
子
育
て
期
に
活
用

で
き
る
制
度
を
ま
と
め
た
「
職
員
の
子
育
て
支

援
ガ
イ
ド
（
管
理
職
用
）」
を
配
布
。

︿
資
料
の
発
出
・
改
訂
﹀

・	

研
修
に
お
い
て
、
男
性
職
員
の
育
児
体
験
談
や

仕
事
と
育
児
の
両
立
の
経
験
談
な
ど
、
実
際
に

育
児
を
行
っ
て
い
る
職
員
の
実
体
験
を
聞
く
場

を
設
け
た
り
、
子
育
て
支
援
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に

お
い
て
男
性
職
員
の
育
児
休
業
や
職
免
等
の
取

得
例
を
掲
載
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
男
性
職
員

の
育
児
に
つ
い
て
の
ロ
ー
ル
モ
デ
ル
を
発
信
。

︿
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
提
示
﹀

・	

休
業
等
取
得
に
向
け
た
具
体
的
な
検
討
を
促
す

た
め
、
育
児
に
伴
う
休
暇
・
休
業
の
具
体
的
な

取
得
例
や
給
与
等
へ
の
影
響
額
の
試
算
表
を
提

示
。

（
３
）
警
察
・
消
防
・
教
育
委
員
会
部
門
に
お
け
る

取
組
に
つ
い
て

令
和
２
年
度
の
地
方
公
務
員
の
男
性
職
員
の
育
児

休
業
取
得
率
に
つ
い
て
は
、首
長
部
局
等
が
24
・
７
％

（
対
前
年
度
比
プ
ラ
ス
10
・
０
ポ
イ
ン
ト
）
で
あ
る
も

の
の
、
警
察
部
門
で
は
４
・
９
％
（
対
前
年
度
比
プ

ラ
ス
３
・
０
ポ
イ
ン
ト
）、
消
防
部
門
で
は
４
・
２
％

（
対
前
年
度
比
プ
ラ
ス
１
・
５
ポ
イ
ン
ト
）、
教
育
委

員
会
部
門
で
は
８・１
％（
対
前
年
度
比
プ
ラ
ス
２・３

ポ
イ
ン
ト
）
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
部
門
に
お

け
る
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
は
低
水
準
と

な
っ
て
い
る
。

各
部
門
を
所
管
す
る
関
係
省
庁
に
お
い
て
も
部
門

ご
と
に
取
組
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の

部
門
に
お
け
る
一
層
の
取
組
の
推
進
に
つ
い
て
は
、

各
任
命
権
者
と
連
携
し
、
取
り
組
ん
で
い
た
だ
く
よ

う
お
願
い
し
た
い
。
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（
４
）
取
得
促
進
の
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
に
つ
い
て

男
性
職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得
促
進
に
つ
い
て

は
、
職
場
全
体
の
理
解
が
重
要
と
な
る
と
の
認
識
か

ら
、
総
務
省
に
お
い
て
、
各
地
方
公
共
団
体
が
そ
の

機
運
の
醸
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
ポ
ス
タ
ー

（
図
表
４
参
照
）
を
作
成
・
送
付
し
て
い
る
。

取
組
が
進
ん
で
い
る
地
方
公
共
団
体
の
事
例
に
お

い
て
は
、
首
長
や
幹
部
職
員
の
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ポ
ス
タ
ー
に
設
け
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
記
載
欄
に
、
首
長
や
幹
部
職
員
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書
き
添
え
た
上
で
掲
示
す
る
な
ど
、

各
団
体
・
各
職
場
の
実
情
に
応
じ
て
積
極
的
に
活
用

い
た
だ
き
、
取
得
促
進
に
向
け
た
機
運
の
醸
成
を

図
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

４　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
通
知
の
内
容
に
沿
っ
て
、
地
方
公
務

員
の
男
性
の
育
児
休
業
等
の
取
得
促
進
に
向
け
た
取

組
の
推
進
に
つ
い
て
解
説
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

地
方
公
務
員
の
男
性
職
員
の
育
児
休
業
取
得
率
に

つ
い
て
は
、
近
年
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
第
五

次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
に
定
め
ら
れ
た
成
果
目

標
の
達
成
に
向
け
て
、
今
後
、
さ
ら
に
取
得
促
進
に

向
け
た
取
組
を
加
速
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

各
地
方
公
共
団
体
に
お
か
れ
て
は
、
本
稿
及
び
通

知
の
内
容
を
参
考
に
、
今
後
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地

域
の
実
情
に
応
じ
た
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
、
男
性

職
員
の
育
児
休
業
等
の
取
得
促
進
に
向
け
た
様
々
な

取
組
を
進
め
て
い
た
だ
く
こ
と
を
期
待
す
る
。

図表４　男性職員の育休等取得促進の啓発ポスター


